
伊勢市ボランティアセンター登録団体活動助成金要綱 

 
（目 的） 

第１条 この要綱は、伊勢市ボランティアセンター登録規程第５条に基づき、福祉の

まちづくりに協力しているボランティア団体等（以下「団体」という。）の活動に

対し、伊勢市社会福祉協議会（以下「社協」という。）が事業費の一部を助成する

ことを目的とする。 

 

（対象団体） 

第２条 助成対象団体は、伊勢市ボランティアセンターに登録している５人以上で構

成され、無償のボランティア活動を行っている団体及びボランティア連絡協議会と

する。 

 

（対象事業） 

第３条 助成の対象となる事業は、ボランティア活動の推進及びまちづくり（地域貢

献）に関する事業とする。 

 

（対象経費） 

第４条 助成金の交付対象となる経費は、団体が対象事業を実施するために直接要す

る経費とし、別表に定めるものとする。 

 

（助成額） 

第５条 助成額は申請事業総額の 80％以内を対象に、100,000円を上限とし、当該年

度の予算の範囲内で行う。但し、予算額を超えた場合は均等的割合いで助成を行う。 

 

（審査基準） 

第６条 助成を受ける団体は、次に掲げる条件に適合しなければならない。 

 但し、他の助成金と重複した事業については対象外とする。 

（１）助成の対象となる事業の目的が適切であり、かつ、その実施が確実であること。 

（２）助成金の使途が適切であること。 

（３）助成の対象となる事業の実施に必要な資金のうち、助成を受ける者の負担すべき

額を確実に保有すること。 

（４）その他、助成の目的を有効に達成できる見込みがあること 

 

（助成交付申請） 

第７条 助成を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、伊勢市ボラン 

ティアセンター登録団体活動助成金申請書（様式１）に、事業計画書（様式２） 

及び収支予算書（様式３）を添えて会長に提出しなければならない。 

 



（助成の決定） 

第８条 会長は、申請団体より助成金申請書を受理したときは、第６条に定める審査 

基準に適合するかどうかを審査し、助成金交付の可否を決定する。 

２ 会長は、助成団体及び助成交付額を決定した時は、速やかに伊勢市ボランティア

センター登録団体活動助成金決定通知書（様式４）にて助成団体に通知し、助成金

の交付を行う。 

３ 会長は、助成金の不交付を決定した時は、伊勢市ボランティアセンター登録団体

活動助成金不交付決定通知書（様式５）を当該団体に通知する。 

 

（事業の報告） 

第９条 助成金の交付を受けた団体（以下「交付団体」という。）は、事業完了後、

１ヶ月以内に事業報告書（様式６）に、収支決算書（様式７）及び領収書（原本）

を添えて、会長に提出しなければならない。 

 

（助成金の返還） 

第 10条 交付団体が、災害その他、特別な事由による場合を除く他、正当な理由なく

次に掲げるいずれかに該当するときは、助成金の全額又は、一部を返還しなければ

ならない。 

（１）助成対象事業を実施せず、又は実施する意思が認められないとき 

（２）助成対象事業を中止し、完了する見込みがないとき 

（３）助成金を目的以外に使用したとき 

（４）年間助成額に余剰金が生じたとき 

 

（帳簿等の整理保存） 

第 11 条 交付団体は、助成事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、

証拠書類を整理し、かつこれらの帳簿及び書類を助成事業の終了した次年度から５

年間保存しなければならない。 

 

（補 則） 

第 12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。 

 

 附 則 

この要綱は、令和元年 ５月 １日から施行する。 

この要綱は、令和３年 ４月 １日から施行する。 

 

 

 

 

 


